
 

 

茨木市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会要綱 

 

 

 茨木市職員安全衛生委員会及び事業場安全衛生委員会要綱（昭和61年11月１日実

施）の全部を改正する。 

 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は、茨木市職員安全衛生管理規則（平成９年茨木市規則第17号。以下

「規則」という。）第20条の規定に基づき、茨木市職員安全衛生委員会（以下「委

員会」という。）及び事業場安全衛生委員会（以下「事業場委員会」という。）の

組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

 （委員会の所掌事務） 

第２ 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。 

 (1) 危険及び健康障害を防止するための対策に関すること。 

  (2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 

  (3) 安全及び衛生に係る規定案の作成に関すること。 

  (4) 安全及び衛生教育の実施計画に関すること。 

  (5) 健康診断の結果についての検討に関すること。 

  (6) 事業場委員会からの報告に関すること。 

  (7) 前各号に掲げるもののほか、労働安全衛生に関すること。 

  （委員会の組織） 

第３ 委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) 総務部長 

(2) 規則別表第１に掲げる事業場の総括安全衛生管理者 

(3) 衛生管理者 

(4) 産業医 

(5) 安全衛生に関する経験を有する者として職場を代表する職員 

２ 委員会に委員長を置き、前項第１号に掲げる委員をもって充てる。 

３ 第１項第３号に掲げる委員は、市長が指名する。 

４ 第１項第５号に掲げる委員は、職員の過半数で組織する職員団体があるときは当

該職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表す

る者から推薦された者とする。 

５ 第１項第２号から第４号までに掲げる委員の合計数と同項第５号に掲げる委員の

数は、同数とする。ただし、委員長が適当と認めたときは、この限りでない。 

  （委員長） 

第４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名す

る委員がその職務を代理する。 

  （委員の任期） 



 

 

第５ 委員（第３第１項第３号及び第５号に掲げる委員に限る。次項において同

じ。）の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充し、その者の任期は、前任者の残任期

間とする。 

  （会議） 

第６ 委員会は、原則として毎月１回会議を開くものとする。ただし、会議に付する

案件がないと委員長が認めた場合は、この限りでない。 

２ 会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

３ 委員長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 委員長は、委員の３分の１以上の者から会議に付すべき事項を示して請求があっ

たときは、委員会を招集しなければならない。 

５ 委員長が必要と認めたときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

６ 委員会は、議事録を作成し、３年間保存しなければならない。 

  （委員会の庶務） 

第７ 委員会の庶務は、総務部において処理する。 

  （事業場委員会の所掌事務） 

第８ 事業場委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を委員会及び事業場

委員会の事務局を所管する部長等に報告する。   

  (1) 当該事業場に係る第２第１号から第５号までに掲げる事項に関すること。 

  (2) その他当該事業場における労働安全衛生に関すること。 

  （事業場委員会の組織） 

第９ 事業場委員会は、規則別表に掲げる事業場ごとに、次に掲げる委員で組織する。 

 (1) 規則第６条第１項の規定により設置された総括安全衛生管理者 

 (2) 規則第８条第１項の規定により設置された安全管理者 

 (3) 規則第10条第１項の規定により設置された衛生管理者 

 (4) 規則第14条の規定により設置された産業医 

 (5) 安全衛生に関する経験を有する者として規則第６条第１項の規定により設置さ

れた当該事業場の総括安全衛生管理者が指名する職員 

(6) 前各号に掲げる者のほか、当該事業場を代表する職員 

２ 事業場委員会に事業場委員会委員長を置き、前項第１号に掲げる委員をもって充

てる。 

３ 第１項第６号に掲げる委員は、当該事業場において、職員の過半数で組織する職

員団体があるときは当該職員団体、職員の過半数で組織する職員団体がないときは

職員の過半数を代表する者から推薦された者とする。 

４ 第１項第２号から第５号までに掲げる委員の合計数と同項第６号に掲げる委員の

数は、同数とする。 

  （準用） 

第10 第４、第５及び第６の規定は、事業場委員会について準用する。この場合にお

いて、第４及び第６中「委員長」とあるのは「事業場委員会委員長」と、第５中



 

 

「委員（第３第１項第３号及び第５号に掲げる委員に限る。次項において同

じ。）」とあるのは「委員（第９第１項第５号及び第６号に掲げる委員に限る。次

項において同じ。）」と読み替えるものとする。 

  （事業場委員会の庶務） 

第11 事業場委員会の庶務は、事業場委員会委員長が指定する課において処理する。 

  （その他） 

第12 この要綱に定めるもののほか、委員会及び事業場委員会の運営について必要な

事項は、委員会及びそれぞれの事業場委員会で定める。 

 

 

附 則 

  この要綱は、平成22年２月10日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成25年７月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成26年４月１日から実施する。 


